
【資料２】現「一般廃棄物処理基本計画」の令和８年度目標値案について 

 

【ごみ処理基本計画】 

【基本目標】1 人 1日当たりのごみ排出量：890ｇ以下 

現状：996g（R6 年度） ⇒未達のため目標値は継続 

①家庭系ごみ：１人１日当たりの生活系ごみ排出量：530g 以下 
※生活系ごみは、資源にできない燃やすごみ、資源にできない埋めるごみ、粗大ごみの合計量とし、資源物、集団資源回収量は 

含まない。 

現状：596g（R6 年度） ⇒未達のため目標値は継続 

 

②事業系ごみ：年間事業系ごみ排出量：24,200t 以下（約 20％削減） 

現状：29,110t（R6 年度） ⇒未達のため目標値は継続 

  

③年間最終処分量：13,300t 以下 

現状：10,222 t（R6 年度） ⇒目標達成 更なる削減を目指す 

直近の削減率が R5⇒R6（6.8％減）、R6⇒R7（4.1％減）と緩やかに減少していることを鑑み、 

R8 目標を【9,200t】(約 4％減)とする。  ※R5 最終処分量：10,965t 
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【生活排水処理基本計画】 

 

【基本目標】汚水処理人口普及率：91.0％以上 

現状：90.4％（R6 年度） ⇒令和 8年度目標「92.2％」 

 

 

※端数処理により、計算結果に誤差が生じる場合があります。 

「令和 7 年度 福島市の下水道」より 

 

 


